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「先人たちが築き守り抜いてきた伝統と技術に裏付けられた、当市の食料、
   農業及び農村を次世代へ継承すること」

〇「産業政策」と「地域政策」の相乗効果を発揮

〇環境負荷低減と生産力向上を両立させるための新たな生産技術等の導入

〇食料・農業・農村の多面的な価値と役割に関する市民からの理解・共感

上越市食料・農業・農村基本計画の見直しについて

食 料○上越市食料・農業・農村基本条例（平成12年3月24日制定）に基づき計画策定

〇 「食料・農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため」に定めるもの。食料、農

業、農村をめぐる情勢の変化並びに施策の評価を踏まえ、おおむね5年ごとに見直し

     （同条例第8条）。現計画の計画期間は10年間（令和3年度から12年度）

〇 施策の実効性を高めるため、実行計画（アクションプラン）を作成し、毎年度、進捗管理を行う

農林水産部 農政課

市長協議用資料

提 出 課

上越市食料・農業・農村基本計画 （平成13年3月30日策定、令和3年3月改定）

○ 食料に関する施策
•高品質・良食味の上越産米の安定供給、
「需要に応じた米生産」の推進など

○ 農業に関する施策
•新規就農者の確保・育成、スマート農業、
環境保全型農業の推進など

○ 農村に関する施策
•中山間地域の農業振興と農地維持、鳥獣
被害対策、棚田・雪など地域資源をいかし
た特産物づくりなど

３ 上越市食料・農業・農村の目指す姿

農 業

農 村

基 本 目 標

安全・安心で
高品質な食料の
安定供給

安全・安心な食料の安定的な供給

（１）持続的かつ需要に応じた計画的な米生産の推進
（2）優良農地の維持と荒廃農地の発生防止
（３）気候変動や自然災害に強く、食料の安定供給と品質確保
     を可能とする産地づくりの推進

基 本 目 標

農業資源及び
担い手の確保、
環境保全に

配慮した農業の
自然循環機能の
維持増進による
持続的な発展

消費者と食・農とのつながりの深化

（１）消費者と生産者の関係強化
（2）ライフステージに対応した食育の推進
（３）地産地消の推進
（４）食品ロスへの対応の強化

持続可能な農業構造の実現

（１）新たな担い手等の確保・育成の強化
（2）強い農業経営体の育成
（３）地域計画による担い手への農地集積・集約化の推進

農業経営の安定・成長につながる生産基盤の強化

（１）農業生産基盤の整備
（２）農業現場のデジタル化・スマート農業の実践による省力
     化・生産コスト低減の推進
（３）環境保全型農業の推進
（４）園芸の振興
（５）畜産の振興

基 本 目 標

多面的機能を
活用した生産、
生活、定住の場
としての調和の
とれた維持・発展

住みたい・住み続けられる生活基盤の確保

（１）中山間地域等の振興
（2）鳥獣被害対策の推進
（３）農業経営や農村の安全・安心な暮らしの実現に向けた防
     災・減災対策の推進

地域資源を活用した高付加価値経営や多様な主体の参画によ
る活力の創出

（１）関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じた地域の支え
     となる人材の裾野の拡大
（2）多様な人材の参画
（３）地域ならではの特産物・特産品の開発・有利販売の促進

○見直し後の計画（後期計画）では、前期計画（令和3～7年度）の成果と課題を検証し、情勢変化（人口

減少、担い手不足、気候変動など）を踏まえた施策へ再整理

○この間の農業関連の様々な法改正等（国のみどり食料システム法制定、農業経営基盤強化法改正、

食料・農業・農村基本計画の改定など）を踏まえ、施策の方向性等に反映

２ これまでの施策の評価・検証と計画の見直しポイント

•評価可能な73項目中、
38項目が達成し、35項目
が未達成

•未達成項目は評価・検証を
踏まえ、指標や方向性を見
直し、PDCAサイクルで改
善を行う

•気候変動や国際情勢の変
動によるリスク、担い手の
減少、集落機能の衰退な
どは依然深刻

これまでの施策 評価・課題

１ 基本計画の見直しの方向性

基 本 施 策

•基本計画の施策

の体系図に大き

な変更はなし

（名称変更や施

策統合はあり）

・各施策について、

内容を分かりや

すくするため、

「現状」、「課題」、

「施策の方向

性」に区分して

記載

・現状や課題をイ

メージできるよ

う各施策項目に

関連するデータ

やグラフ等を掲

載

見直しポイント

所管委員会 農政建設常任委員会

提 出 課 農政課
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食 料

農 業

農 村

基 本 理 念

安全・安心な
食料の安定的な
供給と消費者との
つながりの深化

安全・安心で高品質な食料の安定供給

（１）持続的かつ需要に応じた計画的な米生産の推進

（2）優良農地の維持と荒廃農地の発生防止

（３）気候変動や自然災害に強く、食料の安定供給と品質確保を可能とす

     る産地づくりの推進

（４）ＴＰＰ等新たな国際環境を踏まえた農業体制の強化

基 本 理 念

農業資源及び
担い手の確保、
環境保全に

配慮した農業の
自然循環機能の
維持増進による
持続的な発展

消費者と食・農（生産者）とのつながりの深化

（１）消費者と生産者とのつながりの深化

（2）ライフステージに対応した食育の推進

（３）地産地消の推進

（４）食品関連事業者等との連携による食品ロスへの対応の強化

力強く持続可能な農業構造の実現

（１）農家の意欲と誇りの醸成

（2）上越市農業の魅力発信の強化

（３）新たな担い手等の確保・育成の強化

（４）強い農業経営体の育成

（５）実質化された人・農地プランの実行と、担い手への農地集積・集約化

の推進

農業経営の安定・成長につながる生産基盤の強化

（１）水田フル活用による米政策の着実な推進と農業者の所得向上につ

     なげる複合経営の強化

（２）畜産の振興

（３）農業生産基盤の整備

（4）農業現場のデジタル化・スマート農業の実践による省力化・生産コス

      ト低減の推進

（5）環境保全型農業の推進

基 本 理 念

多面的機能を
活用した生産、
生活、定住の場
としての調和の
とれた空間の
維持・発展

住みたい・住み続けられる生活基盤の確保

（１）生活環境の整備

（２）中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払制度の活用による生

活基盤の確保

（3）鳥獣被害対策の推進

（4）農業経営や農村の安全・安心な暮らしの実現に向けた防災・減災対

     策の推進

地域資源を活用した高付加価値経営や多様な主体の参画による活力
の創出

（１）関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じた地域の支えとなる人材

     の裾野の拡大

（2）農福連携の推進

（3）雪の活用や地域ならではの特産物・特産品の開発・有利販売の促進

（4）多様なライフスタイルに応えられる農村の魅力の発信

４ 施 策 の 体 系 図 の 比 較 【現 計 画 （R3～R12）】
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食 料

農 業

農 村

基 本 理 念

安全・安心な
食料の安定的な
供給と消費者との
つながりの深化

安全・安心で高品質な食料の安定供給

（１）持続的かつ需要に応じた計画的な米生産の推進

（2）優良農地の維持と荒廃農地の発生防止

（３）気候変動や自然災害に強く、食料の安定供給と品質確保を可能とす

     る産地づくりの推進

基 本 理 念

農業資源及び
担い手の確保、
環境保全に

配慮した農業の
自然循環機能の
維持増進による
持続的な発展

消費者と食・農とのつながりの深化

（１）消費者と生産者の関係強化

（2）ライフステージに対応した食育の推進

（３）地産地消の推進

（４）食品ロスへの対応の強化

持続可能な農業構造の実現

（１）新たな担い手等の確保・育成の強化

（２）強い農業経営体の育成

（３）地域計画による担い手への農地集積・集約化の推進

農業経営の安定・成長につながる生産基盤の強化

（１）農業生産基盤の整備

（２）農業現場のデジタル化・スマート農業の実践による省力化・生産コス

      ト低減の推進

（３）環境保全型農業の推進

（4）園芸の振興

（5）畜産の振興

基 本 理 念

多面的機能を
活用した生産、
生活、定住の場
としての調和の
とれた空間の
維持・発展

住みたい・住み続けられる生活基盤の確保

（１）中山間地域等の振興

（２）鳥獣被害対策の推進

（３）農業経営や農村の安全・安心な暮らしの実現に向けた防災・減災対

     策の推進

地域資源を活用した高付加価値経営や多様な主体の参画による活力
の創出

（１）関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じた地域の支えとなる人材

     の裾野の拡大

（2）多様な人材の参画

（3）地域ならではの特産物・特産品の開発・有利販売の促進

【 見 直 し 後 の 計 画 （ R 8 ～ R 1 2 ） 】
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５ 現 計 画 （R3～R12）】
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【 見 直 し 後 の 計 画 （ R 8 ～ R 1 2 ） 】

■見直し後①
現状、課題、施策の方向性、施策指標として分か 
りやすく記載

■見直し後②
関連するデータ、グラフ等を記載
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